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７．日中一時支援事業の実施状況 

 

（１）事業所別の実施状況 

①運営主体 

日中一時支援事業の実施状況について、事業所別の実施状況をみると、運

営主体は「社会福祉法人」が 61.7％と最も多く、「ＮＰＯ法人」16.3％、「株

式会社」8.9％、「自治体」2.3％「医療法人」1.4％であった。 

 

図表 196 運営主体 

 

  

n=8512

2.3 61.7 1.4 8.9 16.3 9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治体 社会福祉法人 医療法人

株式会社 NPO法人 その他



197 

②併設している施設等 

日中一時支援事業を併設している施設等は、「障害者支援施設」が 53.5％で

最も多かった。 

 

図表 197 日中一時支援事業を併設している施設等 （複数回答） 

 

  

n=8550

障害者支援施設

福祉ホーム

身体障害者福祉センター

障害児入所施設

児童発達支援センター

地域活動支援センター

病院・一般診療所

学校

その他

無回答

53.5

1.6

0.9

5.5

5.2

2.4

2.8

0.3

27.8

14.9

0% 20% 40% 60%
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③定員数 

平成 29年度の定員数別の事業所数にみると、「1～5人」が 25.9％、「6～10

人」が 21.0％であった。 

 

図表 198 定員数 

 

 

④送迎サービスの有無 

平成 29年度の送迎サービスの有無別の事業所数をみると、「有」が 47.3％

であった。 

「無」と回答した事業所がある自治体を対象に、利用者が負担した送迎費

の補助の状況をみると、「行っている」23.9％、「行っていない」69.3％であっ

た。 

 

図表 199 送迎サービス有無 

 

 

図表 200 利用者が負担した送迎費の補助 

 

n=8550

1.8 25.9 21.0 5.1 4.6 5.8 35.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0人 1～5人 6～10人 11～15人 16人以上 21人以上 無回答

n=8550

47.3 38.6 14.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 無回答

n=524

23.9 69.3 6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行っている 行っていない 無回答
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⑤サービスの内容 

サービスの内容別に事業所数をみると、「見守り」が 78.7％、「社会適応訓

練」29.8％、｢その他｣21.6％であった。 

 

図表 201 サービスの内容別 （複数回答） 

 

 

⑥医療的ケア児へのサービス提供 

医療的ケア児のサービス提供の状況について事業所数をみると、「有」が

9.1％、「無」52.0％であった。 

 

図表 202 医療的ケア児へのサービス提供 

 

  

n=8550

見守り

社会適応訓練

その他

無回答

78.7

29.8

21.6

15.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=8550

9.1 52.0 38.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有 無 無回答
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（２）利用対象となる障害種別、障害支援区分等 

【障害児】 

日中一時支援事業において障害児が対象である自治体は、86.7％であった。

利用条件についてみると、「利用条件は規定していない」50.8％、「家族等に

おる日中の見守り・介護ができないこと」46.5％、「主たる介護者が就労して

いること」13.7％であった。 

年齢規定についてみると、｢年齢規定はない｣が 90.6％であった。 

 

図表 203 障害児の対象適否  

 

 

  

n=959

86.7 1.6 11.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象 対象外 無回答

■総人口

 　
調
査
数

対
象

対
象
外

　
無
回
答

  全  体 959 831 15 113

 100.0 86.7 1.6 11.8

10,000人未満 190 143 5 42

 100.0 75.3 2.6 22.1

10,000人-50,000 人未満 418 367 7 44

 100.0 87.8 1.7 10.5

50,000人-100,000人未満 159 142 1 16

 100.0 89.3 0.6 10.1

100,000 人-300,000人未満 132 125 1 6

 100.0 94.7 0.8 4.5

300,000 人-500,000人未満 34 32 1 1

 100.0 94.1 2.9 2.9

500,000 人以上 26 22          - 4

 100.0 84.6          - 15.4

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 124 5 37

 100.0 74.7 3.0 22.3

1,000 人-5,000人未満 458 400 7 51

 100.0 87.3 1.5 11.1

5,000 人-10,000 人未満 168 154 1 13

 100.0 91.7 0.6 7.7

10,000人以上 163 149 2 12

 100.0 91.4 1.2 7.4
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図表 204 障害児 利用条件 （複数回答） 

 

 

  

n=831

利用条件は規定していない

家族等による日中の見守り・介護ができ
ないこと

主たる介護者が就労していること

自立支援給付の短期入所利用者である
こと

無回答

50.8

46.5

13.7

2.0

1.6

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

利
用
条
件
は
規
定
し
て
い

な
い

家
族
等
に
よ
る
日
中
の
見

守
り
・
介
護
が
で
き
な
い

こ
と

主
た
る
介
護
者
が
就
労
し

て
い
る
こ
と

自
立
支
援
給
付
の
短
期
入

所
利
用
者
で
あ
る
こ
と

　
無
回
答

  全  体 831 422 386 114 17 13

 100.0 50.8 46.5 13.7 2.0 1.6

10,000人未満 143 69 69 15 1 3

 100.0 48.3 48.3 10.5 0.7 2.1

10,000人-50,000 人未満 367 201 160 44 4 4

 100.0 54.8 43.6 12.0 1.1 1.1

50,000人-100,000人未満 142 73 66 16 1 2

 100.0 51.4 46.5 11.3 0.7 1.4

100,000 人-300,000人未満 125 57 64 30 5 2

 100.0 45.6 51.2 24.0 4.0 1.6

300,000 人-500,000人未満 32 15 16 6 3          -

 100.0 46.9 50.0 18.8 9.4          -

500,000 人以上 22 7 11 3 3 2

 100.0 31.8 50.0 13.6 13.6 9.1

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 124 58 64 15 1 1

 100.0 46.8 51.6 12.1 0.8 0.8

1,000 人-5,000人未満 400 221 170 47 4 6

 100.0 55.3 42.5 11.8 1.0 1.5

5,000 人-10,000 人未満 154 72 79 20 2 2

 100.0 46.8 51.3 13.0 1.3 1.3

10,000人以上 149 70 70 31 10 4

 100.0 47.0 47.0 20.8 6.7 2.7
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図表 205 障害児 年齢規定の有無 

 

 

  

n=831

90.6 8.9

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢規定はない 年齢規定がある 無回答

■総人口

 　
調
査
数

年
齢
規
定
は
な
い

年
齢
規
定
が
あ
る

　
無
回
答

  全  体 831 753 74 4

 100.0 90.6 8.9 0.5

10,000人未満 143 137 5 1

 100.0 95.8 3.5 0.7

10,000人-50,000 人未満 367 344 22 1

 100.0 93.7 6.0 0.3

50,000人-100,000人未満 142 121 20 1

 100.0 85.2 14.1 0.7

100,000 人-300,000人未満 125 107 17 1

 100.0 85.6 13.6 0.8

300,000 人-500,000人未満 32 23 9          -

 100.0 71.9 28.1          -

500,000 人以上 22 21 1          -

 100.0 95.5 4.5          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 124 122 2          -

 100.0 98.4 1.6          -

1,000 人-5,000人未満 400 368 30 2

 100.0 92.0 7.5 0.5

5,000 人-10,000 人未満 154 132 21 1

 100.0 85.7 13.6 0.6

10,000人以上 149 127 21 1

 100.0 85.2 14.1 0.7
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【身体障害】 

日中一時支援事業において身体障害が対象である自治体は、85.8％であっ

た。障害支援区分をみると、「制限なし」86.1％であった。また、障害の部位

についても、「制限なし」が 96.0％であった。身体障害者手帳の等級について

も、「制限なし」89.7％であった。 

利用条件についてみると、「利用条件は規定していない」52.1％、「家族等

におる日中の見守り・介護ができないこと」45.8％、「主たる介護者が就労し

ていること」13.0％であった。 

年齢規定についてみると、｢年齢規定はない｣が 91.0％であった。 

 

図表 206 身体障害の対象適否 

 

 

n=959

85.8 2.6 11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象 対象外 無回答

■総人口

 　
調
査
数

対
象

対
象
外

　
無
回
答

  全  体 959 823 25 111

 100.0 85.8 2.6 11.6

10,000人未満 190 140 7 43

 100.0 73.7 3.7 22.6

10,000人-50,000 人未満 418 370 5 43

 100.0 88.5 1.2 10.3

50,000人-100,000人未満 159 143 1 15

 100.0 89.9 0.6 9.4

100,000 人-300,000人未満 132 122 5 5

 100.0 92.4 3.8 3.8

300,000 人-500,000人未満 34 28 5 1

 100.0 82.4 14.7 2.9

500,000 人以上 26 20 2 4

 100.0 76.9 7.7 15.4

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 121 7 38

 100.0 72.9 4.2 22.9

1,000 人-5,000人未満 458 403 5 50

 100.0 88.0 1.1 10.9

5,000 人-10,000 人未満 168 154 1 13

 100.0 91.7 0.6 7.7

10,000人以上 163 141 12 10

 100.0 86.5 7.4 6.1
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図表 207 身体障害 障害支援区分 （複数回答） 

 

 

  

n=823

制限なし

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

無回答

86.1

11.2

10.9

11.1

10.9

10.9

10.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

区
分
1

区
分
2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

区
分
6

　
無
回
答

  全  体 823 709 92 90 91 90 90 90 20

 100.0 86.1 11.2 10.9 11.1 10.9 10.9 10.9 2.4

10,000人未満 140 119 14 13 13 13 13 13 7

 100.0 85.0 10.0 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 5.0

10,000人-50,000 人未満 370 321 41 39 39 38 38 38 8

 100.0 86.8 11.1 10.5 10.5 10.3 10.3 10.3 2.2

50,000人-100,000人未満 143 123 15 16 16 16 16 16 4

 100.0 86.0 10.5 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 2.8

100,000 人-300,000人未満 122 107 14 14 14 14 14 14 1

 100.0 87.7 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 0.8

300,000 人-500,000人未満 28 24 3 3 4 4 4 4          -

 100.0 85.7 10.7 10.7 14.3 14.3 14.3 14.3          -

500,000 人以上 20 15 5 5 5 5 5 5          -

 100.0 75.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 121 106 11 10 10 10 10 10 4

 100.0 87.6 9.1 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 3.3

1,000 人-5,000人未満 403 348 43 41 41 41 41 41 12

 100.0 86.4 10.7 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 3.0

5,000 人-10,000 人未満 154 129 20 21 21 20 20 20 4

 100.0 83.8 13.0 13.6 13.6 13.0 13.0 13.0 2.6

10,000人以上 141 122 18 18 19 19 19 19          -

 100.0 86.5 12.8 12.8 13.5 13.5 13.5 13.5          -
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図表 208 身体障害 障害の部位 （複数回答） 

 

 

  

n=823

制限なし

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由

内部障害等

無回答

96.0

0.7

0.5

0.5

1.6

0.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

視
覚
障
害

聴
覚
・
平
衡
機
能
障
害

音
声
・
言
語
・
そ
し

ゃ
く

機
能
障
害

肢
体
不
自
由

内
部
障
害
等

　
無
回
答

  全  体 823 790 6 4 4 13 4 19

 100.0 96.0 0.7 0.5 0.5 1.6 0.5 2.3

10,000人未満 140 131 1 1 1 4 1 5

 100.0 93.6 0.7 0.7 0.7 2.9 0.7 3.6

10,000人-50,000 人未満 370 357 4 3 3 4 3 8

 100.0 96.5 1.1 0.8 0.8 1.1 0.8 2.2

50,000人-100,000人未満 143 135 1          -          - 4          - 4

 100.0 94.4 0.7          -          - 2.8          - 2.8

100,000 人-300,000人未満 122 120          -          -          - 1          - 1

 100.0 98.4          -          -          - 0.8          - 0.8

300,000 人-500,000人未満 28 28          -          -          -          -          -          -

 100.0 100.0          -          -          -          -          -          -

500,000 人以上 20 19          -          -          -          -          - 1

 100.0 95.0          -          -          -          -          - 5

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 121 115 1 1 1 4 1 2

 100.0 95.0 0.8 0.8 0.8 3.3 0.8 1.7

1,000 人-5,000人未満 403 385 4 3 3 5 3 12

 100.0 95.5 1.0 0.7 0.7 1.2 0.7 3.0

5,000 人-10,000 人未満 154 147 1          -          - 3          - 4

 100.0 95.5 0.6          -          - 1.9          - 2.6

10,000人以上 141 139          -          -          - 1          - 1

 100.0 98.6          -          -          - 0.7          - 0.7
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図表 209 身体障害 身体障害者手帳の等級 （複数回答） 

 

 

  

n=823

制限なし

1級

2級

3級

4級

5級

6級

無回答

89.7

4.0

3.4

2.8

2.1

2.1

2.1

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

1
 

級

2
 

級

3
 

級

4
 

級

5
 

級

6
 

級

　
無
回
答

  全  体 823 738 33 28 23 17 17 17 51

 100.0 89.7 4.0 3.4 2.8 2.1 2.1 2.1 6.2

10,000人未満 140 116 10 7 6 4 4 4 14

 100.0 82.9 7.1 5.0 4.3 2.9 2.9 2.9 10.0

10,000人-50,000 人未満 370 341 6 5 5 3 3 3 23

 100.0 92.2 1.6 1.4 1.4 0.8 0.8 0.8 6.2

50,000人-100,000人未満 143 128 7 5 3 3 3 3 8

 100.0 89.5 4.9 3.5 2.1 2.1 2.1 2.1 5.6

100,000 人-300,000人未満 122 111 5 6 5 3 3 3 5

 100.0 91.0 4.1 4.9 4.1 2.5 2.5 2.5 4.1

300,000 人-500,000人未満 28 26 2 2 2 2 2 2          -

 100.0 92.9 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1          -

500,000 人以上 20 16 3 3 2 2 2 2 1

 100.0 80.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10 5.0

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 121 104 7 5 4 2 2 2 10

 100.0 86.0 5.8 4.1 3.3 1.7 1.7 1.7 8.3

1,000 人-5,000人未満 403 361 11 9 7 5 5 5 31

 100.0 89.6 2.7 2.2 1.7 1.2 1.2 1.2 7.7

5,000 人-10,000 人未満 154 143 6 4 4 3 3 3 5

 100.0 92.9 3.9 2.6 2.6 1.9 1.9 1.9 3.2

10,000人以上 141 126 9 10 8 7 7 7 5

 100.0 89.4 6.4 7.1 5.7 5.0 5.0 5.0 3.5
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図表 210 身体障害 利用条件 （複数回答） 

 

 

  

n=823

利用条件は規定していない

家族等による日中の見守り・介護ができ

ないこと

主たる介護者が就労していること

自立支援給付の短期入所利用者である

こと

無回答

52.1

45.8

13.0

2.1

2.7

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

利
用
条
件
は
規
定
し
て
い

な
い

家
族
等
に
よ
る
日
中
の
見

守
り
・
介
護
が
で
き
な
い

こ
と

主
た
る
介
護
者
が
就
労
し

て
い
る
こ
と

自
立
支
援
給
付
の
短
期
入

所
利
用
者
で
あ
る
こ
と

　
無
回
答

  全  体 823 429 377 107 17 22

 100.0 52.1 45.8 13.0 2.1 2.7

10,000人未満 140 70 66 14 2 5

 100.0 50.0 47.1 10.0 1.4 3.6

10,000人-50,000 人未満 370 210 158 43 5 6

 100.0 56.8 42.7 11.6 1.4 1.6

50,000人-100,000人未満 143 70 68 16 2 4

 100.0 49.0 47.6 11.2 1.4 2.8

100,000 人-300,000人未満 122 59 60 27 5 4

 100.0 48.4 49.2 22.1 4.1 3.3

300,000 人-500,000人未満 28 13 14 4 2 1

 100.0 46.4 50.0 14.3 7.1 3.6

500,000 人以上 20 7 11 3 1 2

 100.0 35.0 55.0 15.0 5.0 10

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 121 61 60 14 2 2

 100.0 50.4 49.6 11.6 1.7 1.7

1,000 人-5,000人未満 403 228 170 46 4 9

 100.0 56.6 42.2 11.4 1.0 2.2

5,000 人-10,000 人未満 154 71 77 20 4 5

 100.0 46.1 50.0 13.0 2.6 3.2

10,000人以上 141 68 67 26 7 6

 100.0 48.2 47.5 18.4 5.0 4.3
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図表 211 身体障害 年齢規定の有無  

 

 

  

n=823

91.0 8.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢規定はない 年齢規定がある 無回答

■総人口

 　
調
査
数

年
齢
規
定
は
な
い

年
齢
規
定
が
あ
る

　
無
回
答

  全  体 823 749 66 8

 100.0 91.0 8.0 1.0

10,000人未満 140 130 8 2

 100.0 92.9 5.7 1.4

10,000人-50,000 人未満 370 345 21 4

 100.0 93.2 5.7 1.1

50,000人-100,000人未満 143 131 10 2

 100.0 91.6 7.0 1.4

100,000 人-300,000人未満 122 106 16          -

 100.0 86.9 13.1          -

300,000 人-500,000人未満 28 19 9          -

 100.0 67.9 32.1          -

500,000 人以上 20 18 2          -

 100.0 90.0 10          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 121 114 6 1

 100.0 94.2 5.0 0.8

1,000 人-5,000人未満 403 372 25 6

 100.0 92.3 6.2 1.5

5,000 人-10,000 人未満 154 140 13 1

 100.0 90.9 8.4 0.6

10,000人以上 141 119 22          -

 100.0 84.4 15.6          -
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【知的障害】 

日中一時支援事業において知的障害が対象である自治体は、87.7％であっ

た。障害支援区分をみると、「制限なし」86.9％であった。 

利用条件についてみると、「利用条件は規定していない」51.5％、「家族等

におる日中の見守り・介護ができないこと」45.2％、「主たる介護者が就労し

ていること」13.2％であった。 

年齢規定についてみると、｢年齢規定はない｣が 92.4％であった。 

 

図表 212 知的障害の対象適否 

 

 

  

n=959

87.7 0.7 11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象 対象外 無回答

■総人口

 　
調
査
数

対
象

対
象
外

　
無
回
答

  全  体 959 841 7 111

 100.0 87.7 0.7 11.6

10,000人未満 190 146 2 42

 100.0 76.8 1.1 22.1

10,000人-50,000 人未満 418 373 2 43

 100.0 89.2 0.5 10.3

50,000人-100,000人未満 159 140 2 17

 100.0 88.1 1.3 10.7

100,000 人-300,000人未満 132 126 1 5

 100.0 95.5 0.8 3.8

300,000 人-500,000人未満 34 34          -          -

 100.0 100.0          -          -

500,000 人以上 26 22          - 4

 100.0 84.6          - 15.4

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 126 3 37

 100.0 75.9 1.8 22.3

1,000 人-5,000人未満 458 405 1 52

 100.0 88.4 0.2 11.4

5,000 人-10,000 人未満 168 153 2 13

 100.0 91.1 1.2 7.7

10,000人以上 163 153 1 9

 100.0 93.9 0.6 5.5



210 

図表 213 知的障害 障害支援区分 （複数回答） 

 

 

  

n=841

制限なし

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

無回答

86.9

11.3

11.1

11.1

10.9

10.9

10.9

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

区
分
1

区
分
2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

区
分
6

　
無
回
答

  全  体 841 731 95 93 93 92 92 92 14

 100.0 86.9 11.3 11.1 11.1 10.9 10.9 10.9 1.7

10,000人未満 146 126 14 13 13 13 13 13 6

 100.0 86.3 9.6 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 4.1

10,000人-50,000 人未満 373 328 40 38 38 37 37 37 5

 100.0 87.9 10.7 10.2 10.2 9.9 9.9 9.9 1.3

50,000人-100,000人未満 140 123 15 16 16 16 16 16 1

 100.0 87.9 10.7 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 0.7

100,000 人-300,000人未満 126 109 16 16 16 16 16 16 1

 100.0 86.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 0.8

300,000 人-500,000人未満 34 29 4 4 4 4 4 4 1

 100.0 85.3 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 2.9

500,000 人以上 22 16 6 6 6 6 6 6          -

 100.0 72.7 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 126 111 11 10 10 10 10 10 4

 100.0 88.1 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 3.2

1,000 人-5,000人未満 405 356 42 40 40 40 40 40 7

 100.0 87.9 10.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.7

5,000 人-10,000 人未満 153 130 20 21 21 20 20 20 2

 100.0 85.0 13.1 13.7 13.7 13.1 13.1 13.1 1.3

10,000人以上 153 130 22 22 22 22 22 22 1

 100.0 85.0 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 0.7
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図表 214 知的障害 利用条件 （複数回答） 

 

 

  

n=841

利用条件は規定していない

家族等による日中の見守り・介護ができ

ないこと

主たる介護者が就労していること

自立支援給付の短期入所利用者である

こと

無回答

51.5

45.2

13.2

2.5

1.9

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

利
用
条
件
は
規
定
し
て
い

な
い

家
族
等
に
よ
る
日
中
の
見

守
り
・
介
護
が
で
き
な
い

こ
と

主
た
る
介
護
者
が
就
労
し

て
い
る
こ
と

自
立
支
援
給
付
の
短
期
入

所
利
用
者
で
あ
る
こ
と

　
無
回
答

  全  体 841 433 380 111 21 16

 100.0 51.5 45.2 13.2 2.5 1.9

10,000人未満 146 72 67 14 3 4

 100.0 49.3 45.9 9.6 2.1 2.7

10,000人-50,000 人未満 373 208 157 44 5 5

 100.0 55.8 42.1 11.8 1.3 1.3

50,000人-100,000人未満 140 70 68 16 2 1

 100.0 50.0 48.6 11.4 1.4 0.7

100,000 人-300,000人未満 126 60 61 28 5 3

 100.0 47.6 48.4 22.2 4.0 2.4

300,000 人-500,000人未満 34 16 16 6 3 1

 100.0 47.1 47.1 17.6 8.8 2.9

500,000 人以上 22 7 11 3 3 2

 100.0 31.8 50.0 13.6 13.6 9.1

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 126 61 60 14 3 2

 100.0 48.4 47.6 11.1 2.4 1.6

1,000 人-5,000人未満 405 226 170 47 4 7

 100.0 55.8 42.0 11.6 1.0 1.7

5,000 人-10,000 人未満 153 73 77 20 4 1

 100.0 47.7 50.3 13.1 2.6 0.7

10,000人以上 153 72 70 29 10 6

 100.0 47.1 45.8 19.0 6.5 3.9
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図表 215 知的障害 年齢規定の有無 

 

 

  

n=841

92.4 6.3

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢規定はない 年齢規定がある 無回答

■総人口

 　
調
査
数

年
齢
規
定
は
な
い

年
齢
規
定
が
あ
る

　
無
回
答

  全  体 841 777 53 11

 100.0 92.4 6.3 1.3

10,000人未満 146 137 5 4

 100.0 93.8 3.4 2.7

10,000人-50,000 人未満 373 352 17 4

 100.0 94.4 4.6 1.1

50,000人-100,000人未満 140 131 9          -

 100.0 93.6 6.4          -

100,000 人-300,000人未満 126 109 15 2

 100.0 86.5 11.9 1.6

300,000 人-500,000人未満 34 27 6 1

 100.0 79.4 17.6 2.9

500,000 人以上 22 21 1          -

 100.0 95.5 4.5          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 126 119 6 1

 100.0 94.4 4.8 0.8

1,000 人-5,000人未満 405 380 18 7

 100.0 93.8 4.4 1.7

5,000 人-10,000 人未満 153 143 10          -

 100.0 93.5 6.5          -

10,000人以上 153 132 18 3

 100.0 86.3 11.8 2.0
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【精神障害】 

日中一時支援事業において精神障害が対象である自治体は、83.3％であっ

た。障害支援区分をみると、「制限なし」85.0％であった。精神障害者保健福

祉手帳の等級についても、「規定なし」が 94.4％であった。 

利用条件についてみると、「利用条件は規定していない」51.2％、「家族等

におる日中の見守り・介護ができないこと」45.6％、「主たる介護者が就労し

ていること」12.6％であった。 

年齢規定についてみると、｢年齢規定はない｣が 93.1％であった。 

 

図表 216 精神障害の対象適否 

 

 

  

n=959

83.3 4.6 12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象 対象外 無回答

■総人口

 　
調
査
数

対
象

対
象
外

　
無
回
答

  全  体 959 799 44 116

 100.0 83.3 4.6 12.1

10,000人未満 190 131 16 43

 100.0 68.9 8.4 22.6

10,000人-50,000 人未満 418 363 9 46

 100.0 86.8 2.2 11.0

50,000人-100,000人未満 159 138 4 17

 100.0 86.8 2.5 10.7

100,000 人-300,000人未満 132 120 7 5

 100.0 90.9 5.3 3.8

300,000 人-500,000人未満 34 27 7          -

 100.0 79.4 20.6          -

500,000 人以上 26 20 1 5

 100.0 76.9 3.8 19.2

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 115 13 38

 100.0 69.3 7.8 22.9

1,000 人-5,000人未満 458 392 12 54

 100.0 85.6 2.6 11.8

5,000 人-10,000 人未満 168 148 6 14

 100.0 88.1 3.6 8.3

10,000人以上 163 140 13 10

 100.0 85.9 8.0 6.1
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図表 217 精神障害 障害支援区分 （複数回答） 

 

 

  

n=799

制限なし

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

無回答

85.0

10.8

10.5

10.5

10.4

10.3

10.3

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

区
分
1

区
分
2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

区
分
6

　
無
回
答

  全  体 799 679 86 84 84 83 82 82 33

 100.0 85.0 10.8 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3 4.1

10,000人未満 131 111 12 11 11 11 10 10 8

 100.0 84.7 9.2 8.4 8.4 8.4 7.6 7.6 6.1

10,000人-50,000 人未満 363 310 40 38 38 37 37 37 13

 100.0 85.4 11.0 10.5 10.5 10.2 10.2 10.2 3.6

50,000人-100,000人未満 138 119 14 15 15 15 15 15 4

 100.0 86.2 10.1 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 2.9

100,000 人-300,000人未満 120 102 13 13 13 13 13 13 5

 100.0 85.0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 4.2

300,000 人-500,000人未満 27 22 3 3 3 3 3 3 2

 100.0 81.5 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 7.4

500,000 人以上 20 15 4 4 4 4 4 4 1

 100.0 75.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20 5.0

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 115 99 10 9 9 9 8 8 6

 100.0 86.1 8.7 7.8 7.8 7.8 7.0 7.0 5.2

1,000 人-5,000人未満 392 336 40 38 38 38 38 38 16

 100.0 85.7 10.2 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 4.1

5,000 人-10,000 人未満 148 122 19 20 20 19 19 19 6

 100.0 82.4 12.8 13.5 13.5 12.8 12.8 12.8 4.1

10,000人以上 140 118 17 17 17 17 17 17 5

 100.0 84.3 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 3.6
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図表 218 精神障害 精神障害者保健福祉手帳の等級 （複数回答） 

 

 

  

n=799

制限なし

1級

2級

3級

無回答

94.4

1.8

1.5

1.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

1
 

級

2
 

級

3
 

級

　
無
回
答

  全  体 799 754 14 12 12 31

 100.0 94.4 1.8 1.5 1.5 3.9

10,000人未満 131 120 3 2 2 8

 100.0 91.6 2.3 1.5 1.5 6.1

10,000人-50,000 人未満 363 347 4 3 3 12

 100.0 95.6 1.1 0.8 0.8 3.3

50,000人-100,000人未満 138 131 2 2 2 5

 100.0 94.9 1.4 1.4 1.4 3.6

100,000 人-300,000人未満 120 112 3 3 3 5

 100.0 93.3 2.5 2.5 2.5 4.2

300,000 人-500,000人未満 27 25 2 2 2          -

 100.0 92.6 7.4 7.4 7.4          -

500,000 人以上 20 19          -          -          - 1

 100.0 95.0          -          -          - 5

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 115 106 2 1 1 7

 100.0 92.2 1.7 0.9 0.9 6.1

1,000 人-5,000人未満 392 374 5 4 4 13

 100.0 95.4 1.3 1.0 1.0 3.3

5,000 人-10,000 人未満 148 140 3 3 3 5

 100.0 94.6 2.0 2.0 2.0 3.4

10,000人以上 140 130 4 4 4 6

 100.0 92.9 2.9 2.9 2.9 4.3
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図表 219 精神障害 利用条件 （複数回答） 

 

 

  

n=799

利用条件は規定していない

家族等による日中の見守り・介護ができ
ないこと

主たる介護者が就労していること

自立支援給付の短期入所利用者である
こと

無回答

51.2

45.6

12.6

2.0

2.1

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

利
用
条
件
は
規
定
し
て
い

な
い

家
族
等
に
よ
る
日
中
の
見

守
り
・
介
護
が
で
き
な
い

こ
と

主
た
る
介
護
者
が
就
労
し

て
い
る
こ
と

自
立
支
援
給
付
の
短
期
入

所
利
用
者
で
あ
る
こ
と

　
無
回
答

  全  体 799 409 364 101 16 17

 100.0 51.2 45.6 12.6 2.0 2.1

10,000人未満 131 64 62 12 2 3

 100.0 48.9 47.3 9.2 1.5 2.3

10,000人-50,000 人未満 363 199 155 42 5 6

 100.0 54.8 42.7 11.6 1.4 1.7

50,000人-100,000人未満 138 72 63 14 2 2

 100.0 52.2 45.7 10.1 1.4 1.4

100,000 人-300,000人未満 120 56 59 26 5 3

 100.0 46.7 49.2 21.7 4.2 2.5

300,000 人-500,000人未満 27 13 14 4 1          -

 100.0 48.1 51.9 14.8 3.7          -

500,000 人以上 20 5 11 3 1 3

 100.0 25.0 55.0 15.0 5.0 15

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 115 54 58 12 2 1

 100.0 47.0 50.4 10.4 1.7 0.9

1,000 人-5,000人未満 392 220 163 44 4 7

 100.0 56.1 41.6 11.2 1.0 1.8

5,000 人-10,000 人未満 148 69 74 19 4 3

 100.0 46.6 50.0 12.8 2.7 2.0

10,000人以上 140 65 66 25 6 6

 100.0 46.4 47.1 17.9 4.3 4.3
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図表 220 精神障害 年齢規定の有無 

 

 

  

n=799

93.1 5.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢規定はない 年齢規定がある 無回答

■総人口

 　
調
査
数

年
齢
規
定
は
な
い

年
齢
規
定
が
あ
る

　
無
回
答

  全  体 799 744 47 8

 100.0 93.1 5.9 1.0

10,000人未満 131 126 3 2

 100.0 96.2 2.3 1.5

10,000人-50,000 人未満 363 345 14 4

 100.0 95.0 3.9 1.1

50,000人-100,000人未満 138 128 9 1

 100.0 92.8 6.5 0.7

100,000 人-300,000人未満 120 107 13          -

 100.0 89.2 10.8          -

300,000 人-500,000人未満 27 21 6          -

 100.0 77.8 22.2          -

500,000 人以上 20 17 2 1

 100.0 85.0 10 5.0

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 115 110 4 1

 100.0 95.7 3.5 0.9

1,000 人-5,000人未満 392 372 16 4

 100.0 94.9 4.1 1.0

5,000 人-10,000 人未満 148 137 9 2

 100.0 92.6 6.1 1.4

10,000人以上 140 121 18 1

 100.0 86.4 12.9 0.7
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【難病等】 

日中一時支援事業において難病等が対象である自治体は、63.6％であった。

障害支援区分をみると、「制限なし」86.4％であった。 

利用条件についてみると、「利用条件は規定していない」51.6％、「家族等

におる日中の見守り・介護ができないこと」45.1％、「主たる介護者が就労し

ていること」13.4％であった。 

年齢規定についてみると、｢年齢規定はない｣が 93.1％であった。 

 

図表 221 難病等の対象適否 

 

 

  

n=959

63.6 23.7 12.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象 対象外 無回答

■総人口

 　
調
査
数

対
象

対
象
外

　
無
回
答

  全  体 959 610 227 122

 100.0 63.6 23.7 12.7

10,000人未満 190 88 56 46

 100.0 46.3 29.5 24.2

10,000人-50,000 人未満 418 284 88 46

 100.0 67.9 21.1 11.0

50,000人-100,000人未満 159 109 31 19

 100.0 68.6 19.5 11.9

100,000 人-300,000人未満 132 91 36 5

 100.0 68.9 27.3 3.8

300,000 人-500,000人未満 34 24 8 2

 100.0 70.6 23.5 5.9

500,000 人以上 26 14 8 4

 100.0 53.8 30.8 15.4

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 79 48 39

 100.0 47.6 28.9 23.5

1,000 人-5,000人未満 458 298 103 57

 100.0 65.1 22.5 12.4

5,000 人-10,000 人未満 168 119 35 14

 100.0 70.8 20.8 8.3

10,000人以上 163 111 40 12

 100.0 68.1 24.5 7.4
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図表 222 難病等 障害支援区分 （複数回答） 

 

 

  

n=610

制限なし

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

無回答

86.4

10.8

10.5

10.5

10.3

10.3

10.0

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

制
限
な
し

区
分
1

区
分
2

区
分
3

区
分
4

区
分
5

区
分
6

　
無
回
答

  全  体 610 527 66 64 64 63 63 61 16

 100.0 86.4 10.8 10.5 10.5 10.3 10.3 10.0 2.6

10,000人未満 88 76 8 7 7 7 7 5 4

 100.0 86.4 9.1 8.0 8.0 8.0 8.0 5.7 4.5

10,000人-50,000 人未満 284 243 31 29 29 28 28 28 10

 100.0 85.6 10.9 10.2 10.2 9.9 9.9 9.9 3.5

50,000人-100,000人未満 109 96 12 13 13 13 13 13          -

 100.0 88.1 11.0 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9          -

100,000 人-300,000人未満 91 80 10 10 10 10 10 10 1

 100.0 87.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 1.1

300,000 人-500,000人未満 24 22 1 1 1 1 1 1 1

 100.0 91.7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

500,000 人以上 14 10 4 4 4 4 4 4          -

 100.0 71.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 79 68 7 6 6 6 6 4 4

 100.0 86.1 8.9 7.6 7.6 7.6 7.6 5.1 5.1

1,000 人-5,000人未満 298 258 30 28 28 28 28 28 10

 100.0 86.6 10.1 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 3.4

5,000 人-10,000 人未満 119 100 17 18 18 17 17 17 1

 100.0 84.0 14.3 15.1 15.1 14.3 14.3 14.3 0.8

10,000人以上 111 98 12 12 12 12 12 12 1

 100.0 88.3 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.9
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図表 223 難病等 利用条件 （複数回答） 

 

 

  

n=610

利用条件は規定していない

家族等による日中の見守り・介護ができ

ないこと

主たる介護者が就労していること

自立支援給付の短期入所利用者である

こと

無回答

51.6

45.1

13.4

2.0

2.5

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

利
用
条
件
は
規
定
し
て
い

な
い

家
族
等
に
よ
る
日
中
の
見

守
り
・
介
護
が
で
き
な
い

こ
と

主
た
る
介
護
者
が
就
労
し

て
い
る
こ
と

自
立
支
援
給
付
の
短
期
入

所
利
用
者
で
あ
る
こ
と

　
無
回
答

  全  体 610 315 275 82 12 15

 100.0 51.6 45.1 13.4 2.0 2.5

10,000人未満 88 44 43 11          - 1

 100.0 50.0 48.9 12.5          - 1.1

10,000人-50,000 人未満 284 158 117 33 4 7

 100.0 55.6 41.2 11.6 1.4 2.5

50,000人-100,000人未満 109 54 53 11 2 1

 100.0 49.5 48.6 10.1 1.8 0.9

100,000 人-300,000人未満 91 43 44 21 4 3

 100.0 47.3 48.4 23.1 4.4 3.3

300,000 人-500,000人未満 24 13 10 3 1 1

 100.0 54.2 41.7 12.5 4.2 4.2

500,000 人以上 14 3 8 3 1 2

 100.0 21.4 57.1 21.4 7.1 14.3

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 79 38 40 10          - 1

 100.0 48.1 50.6 12.7          - 1.3

1,000 人-5,000人未満 298 166 125 37 3 6

 100.0 55.7 41.9 12.4 1.0 2.0

5,000 人-10,000 人未満 119 55 60 14 4 2

 100.0 46.2 50.4 11.8 3.4 1.7

10,000人以上 111 55 48 20 5 6

 100.0 49.5 43.2 18.0 4.5 5.4
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図表 224 難病等 年齢規定の有無 

 

 

  

n=610

93.1 6.4

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢規定はない 年齢規定がある 無回答

■総人口

 　
調
査
数

年
齢
規
定
は
な
い

年
齢
規
定
が
あ
る

　
無
回
答

  全  体 610 568 39 3

 100.0 93.1 6.4 0.5

10,000人未満 88 87 1          -

 100.0 98.9 1.1          -

10,000人-50,000 人未満 284 267 15 2

 100.0 94.0 5.3 0.7

50,000人-100,000人未満 109 102 6 1

 100.0 93.6 5.5 0.9

100,000 人-300,000人未満 91 82 9          -

 100.0 90.1 9.9          -

300,000 人-500,000人未満 24 18 6          -

 100.0 75.0 25          -

500,000 人以上 14 12 2          -

 100.0 85.7 14.3          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 79 78 1          -

 100.0 98.7 1.3          -

1,000 人-5,000人未満 298 281 15 2

 100.0 94.3 5.0 0.7

5,000 人-10,000 人未満 119 110 8 1

 100.0 92.4 6.7 0.8

10,000人以上 111 96 15          -

 100.0 86.5 13.5          -
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（３）利用料 

日中一時支援事業における利用料の設定状況をみると、「すべての利用者に

おいて定額」が 7.5％、「それ以外」76.5％であった。 

「それ以外」と回答した自治体を対象に、利用料を決める条件をみたとこ

ろ、「総利用時間（時間数が増えるほど時間あたり料金が高額となる等）」が

71.9％、」「障害の程度」52.7％、「医療的ケアの必要性」13.2％であった。 

 

図表 225 利用料の設定状況 

 

 

  

n=959

7.5 76.5 16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべての利用者において定額 それ以外 無回答

■総人口

 　
調
査
数

す
べ
て
の
利
用
者
に
お
い

て
定
額

そ
れ
以
外

　
無
回
答

  全  体 959 72 734 153

 100.0 7.5 76.5 16.0

10,000人未満 190 18 136 36

 100.0 9.5 71.6 18.9

10,000人-50,000 人未満 418 37 316 65

 100.0 8.9 75.6 15.6

50,000人-100,000人未満 159 8 128 23

 100.0 5.0 80.5 14.5

100,000 人-300,000人未満 132 7 106 19

 100.0 5.3 80.3 14.4

300,000 人-500,000人未満 34          - 26 8

 100.0          - 76.5 23.5

500,000 人以上 26 2 22 2

 100.0 7.7 84.6 7.7

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 16 118 32

 100.0 9.6 71.1 19.3

1,000 人-5,000人未満 458 38 345 75

 100.0 8.3 75.3 16.4

5,000 人-10,000 人未満 168 10 134 24

 100.0 6.0 79.8 14.3

10,000人以上 163 7 134 22

 100.0 4.3 82.2 13.5
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図表 226 利用料の設定が定額以外の場合の条件 （複数回答） 

 

 

  

n=734

その他

無回答

総利用時間（時間数が増えるほど時間あ
たり料金が高額となる等）

障害種別

障害の程度

年齢

医療的ケアの必要性

利用目的

71.9

5.7

52.7

9.8

13.2

1.4

19.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

■総人口

 　
調
査
数

総
利
用
時
間

（
時
間
数
が

増
え
る
ほ
ど
時
間
あ
た
り

料
金
が
高
額
と
な
る
等

）

障
害
種
別

障
害
の
程
度

年
齢

医
療
的
ケ
ア
の
必
要
性

利
用
目
的

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 734 528 42 387 72 97 10 143 8

 100.0 71.9 5.7 52.7 9.8 13.2 1.4 19.5 1.1

10,000人未満 136 101 10 71 10 10 2 18 2

 100.0 74.3 7.4 52.2 7.4 7.4 1.5 13.2 1.5

10,000人-50,000 人未満 316 220 20 175 31 32 4 53 5

 100.0 69.6 6.3 55.4 9.8 10.1 1.3 16.8 1.6

50,000人-100,000人未満 128 95 7 74 14 27 1 33          -

 100.0 74.2 5.5 57.8 10.9 21.1 0.8 25.8          -

100,000 人-300,000人未満 106 84 4 46 9 15 3 18 1

 100.0 79.2 3.8 43.4 8.5 14.2 2.8 17.0 0.9

300,000 人-500,000人未満 26 16 1 10 5 7          - 11          -

 100.0 61.5 3.8 38.5 19.2 26.9          - 42.3          -

500,000 人以上 22 12          - 11 3 6          - 10          -

 100.0 54.5          - 50.0 13.6 27.3          - 45.5          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 118 85 9 61 9 8 1 14 2

 100.0 72.0 7.6 51.7 7.6 6.8 0.8 11.9 1.7

1,000 人-5,000人未満 345 250 22 187 34 45 5 57 4

 100.0 72.5 6.4 54.2 9.9 13.0 1.4 16.5 1.2

5,000 人-10,000 人未満 134 95 7 77 13 22 1 34 1

 100.0 70.9 5.2 57.5 9.7 16.4 0.7 25.4 0.7

10,000人以上 134 96 4 59 14 21 3 38 1

 100.0 71.6 3.0 44.0 10.4 15.7 2.2 28.4 0.7
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（４）利用者負担 

日中一時支援事業における利用者負担の有無をみると、「利用者負担がある」

が 91.6％であった。 

「利用者負担がある」と回答した自治体を対象に、その詳細をみると、「一

律の利用者負担額、もしくは割合が規定されている」54.4％、「利用者の状況

により利用者負担が異なる」43.8％であった。 

 

図表 227 利用者負担の有無 

 

 

  

n=959

91.6 4.7 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者負担がある 利用者負担はない 無回答

■総人口

 　
調
査
数

利
用
者
負
担
が
あ
る

利
用
者
負
担
は
な
い

　
無
回
答

  全  体 959 878 45 36

 100.0 91.6 4.7 3.8

10,000人未満 190 167 7 16

 100.0 87.9 3.7 8.4

10,000人-50,000 人未満 418 381 26 11

 100.0 91.1 6.2 2.6

50,000人-100,000人未満 159 147 7 5

 100.0 92.5 4.4 3.1

100,000 人-300,000人未満 132 125 4 3

 100.0 94.7 3.0 2.3

300,000 人-500,000人未満 34 34          -          -

 100.0 100.0          -          -

500,000 人以上 26 24 1 1

 100.0 92.3 3.8 3.8

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 145 6 15

 100.0 87.3 3.6 9.0

1,000 人-5,000人未満 458 418 27 13

 100.0 91.3 5.9 2.8

5,000 人-10,000 人未満 168 158 5 5

 100.0 94.0 3.0 3.0

10,000人以上 163 153 7 3

 100.0 93.9 4.3 1.8



225 

図表 228 利用者負担がある場合のその詳細 

 

 

  

n=878

54.4 43.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一律の利用者負担額、もしくは割合が規定されている

利用者の状況により利用者負担が異なる

無回答

■総人口

 　
調
査
数

一
律
の
利
用
者
負
担
額

、

も
し
く
は
割
合
が
規
定
さ

れ
て
い
る

利
用
者
の
状
況
に
よ
り
利

用
者
負
担
が
異
な
る

　
無
回
答

  全  体 878 478 385 15

 100.0 54.4 43.8 1.7

10,000人未満 167 91 74 2

 100.0 54.5 44.3 1.2

10,000人-50,000 人未満 381 214 159 8

 100.0 56.2 41.7 2.1

50,000人-100,000人未満 147 82 61 4

 100.0 55.8 41.5 2.7

100,000 人-300,000人未満 125 63 62          -

 100.0 50.4 49.6          -

300,000 人-500,000人未満 34 14 19 1

 100.0 41.2 55.9 2.9

500,000 人以上 24 14 10          -

 100.0 58.3 41.7          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 145 79 64 2

 100.0 54.5 44.1 1.4

1,000 人-5,000人未満 418 238 172 8

 100.0 56.9 41.1 1.9

5,000 人-10,000 人未満 158 87 67 4

 100.0 55.1 42.4 2.5

10,000人以上 153 73 79 1

 100.0 47.7 51.6 0.7



226 

（５）減免措置 

日中一時支援事業における利用者負担の減免措置の状況をみると、「生活保

護世帯を対象に減免措置がある」85.4％、「市区町村民税非課税世帯を対象に

減免措置がある」81.8％、「その他の減免措置がある」14.0％であった。 

 

図表 229 減免措置の有無 （複数選択） 

 

 

  

n=878

生活保護世帯を対象に減免措置がある

市区町村民税非課税世帯を対象に減免
措置がある

その他の減免措置がある

減免措置はない

無回答

85.4

81.8

14.0

7.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

生
活
保
護
世
帯
を
対
象
に

減
免
措
置
が
あ
る

市
区
町
村
民
税
非
課
税
世

帯
を
対
象
に
減
免
措
置
が

あ
る

そ
の
他
の
減
免
措
置
が
あ

る 減
免
措
置
は
な
い

　
無
回
答

  全  体 878 750 718 123 69 9

 100.0 85.4 81.8 14.0 7.9 1.0

10,000人未満 167 125 126 20 22 3

 100.0 74.9 75.4 12.0 13.2 1.8

10,000人-50,000 人未満 381 328 310 41 28 4

 100.0 86.1 81.4 10.8 7.3 1.0

50,000人-100,000人未満 147 132 122 23 8 2

 100.0 89.8 83.0 15.6 5.4 1.4

100,000 人-300,000人未満 125 113 110 19 7          -

 100.0 90.4 88.0 15.2 5.6          -

300,000 人-500,000人未満 34 29 27 13 3          -

 100.0 85.3 79.4 38.2 8.8          -

500,000 人以上 24 23 23 7 1          -

 100.0 95.8 95.8 29.2 4.2          -

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 145 112 109 15 18 3

 100.0 77.2 75.2 10.3 12.4 2.1

1,000 人-5,000人未満 418 354 339 49 35 4

 100.0 84.7 81.1 11.7 8.4 1.0

5,000 人-10,000 人未満 158 144 134 21 6 2

 100.0 91.1 84.8 13.3 3.8 1.3

10,000人以上 153 137 133 36 10          -

 100.0 89.5 86.9 23.5 6.5          -
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（６）一人あたりの利用上限 

日中一時支援事業における一人あたり利用上限の設定状況をみると、「一人

あたりの利用上限を定めていない」55.1％、「一人あたりの利用上限を定めて

いる」40.7％であった。 

「一人あたりの利用上限を定めている」自治体を対象に、対象者の状況、

サービス内容によって利用上限が異なるかみると、「はい」（異なる）が 47.9％

であった。また、「はい」（異なる）と回答した自治体について、レスパイトを

目的として利用する場合の利用上限を定めているかみると、「定めていない」

62.0％、「定めている」34.2％であった。 

 

図表 230 一人あたりの利用上限の有無 

 

n=959

55.1 40.7 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一人あたりの利用上限を定めていない

一人あたりの利用上限を定めている

無回答
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■総人口

 　
調
査
数

一
人
あ
た
り
の
利
用
上
限

を
定
め
て
い
な
い

一
人
あ
た
り
の
利
用
上
限

を
定
め
て
い
る

　
無
回
答

  全  体 959 528 390 41

 100.0 55.1 40.7 4.3

10,000人未満 190 115 59 16

 100.0 60.5 31.1 8.4

10,000人-50,000 人未満 418 263 142 13

 100.0 62.9 34.0 3.1

50,000人-100,000人未満 159 81 73 5

 100.0 50.9 45.9 3.1

100,000 人-300,000人未満 132 49 78 5

 100.0 37.1 59.1 3.8

300,000 人-500,000人未満 34 12 22          -

 100.0 35.3 64.7          -

500,000 人以上 26 8 16 2

 100.0 30.8 61.5 7.7

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 100 50 16

 100.0 60.2 30.1 9.6

1,000 人-5,000人未満 458 279 165 14

 100.0 60.9 36.0 3.1

5,000 人-10,000 人未満 168 85 77 6

 100.0 50.6 45.8 3.6

10,000人以上 163 64 94 5

 100.0 39.3 57.7 3.1
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図表 231 対象者の状況、サービス内容によって利用上限が異なるか 

 

 

  

n=390

47.9 51.3 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

■総人口

 　
調
査
数

は
い

い
い
え

　
無
回
答

  全  体 390 187 200 3

 100.0 47.9 51.3 0.8

10,000人未満 59 27 30 2

 100.0 45.8 50.8 3.4

10,000人-50,000 人未満 142 61 80 1

 100.0 43.0 56.3 0.7

50,000人-100,000人未満 73 38 35          -

 100.0 52.1 47.9          -

100,000 人-300,000人未満 78 41 37          -

 100.0 52.6 47.4          -

300,000 人-500,000人未満 22 12 10          -

 100.0 54.5 45.5          -

500,000 人以上 16 8 8          -

 100.0 50.0 50          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 50 25 23 2

 100.0 50.0 46.0 4.0

1,000 人-5,000人未満 165 74 90 1

 100.0 44.8 54.5 0.6

5,000 人-10,000 人未満 77 36 41          -

 100.0 46.8 53.2          -

10,000人以上 94 49 45          -

 100.0 52.1 47.9          -
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図表 232 レスパイトを目的として利用する場合の利用上限を定めているか 

 

 

  

n=187

62.0 34.2 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定めていない 定めている 無回答

■総人口

 　
調
査
数

定
め
て
い
な
い

定
め
て
い
る

　
無
回
答

  全  体 187 116 64 7

 100.0 62.0 34.2 3.7

10,000人未満 27 16 8 3

 100.0 59.3 29.6 11.1

10,000人-50,000 人未満 61 47 13 1

 100.0 77.0 21.3 1.6

50,000人-100,000人未満 38 22 15 1

 100.0 57.9 39.5 2.6

100,000 人-300,000人未満 41 19 21 1

 100.0 46.3 51.2 2.4

300,000 人-500,000人未満 12 6 5 1

 100.0 50.0 41.7 8.3

500,000 人以上 8 6 2          -

 100.0 75.0 25          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 25 16 6 3

 100.0 64.0 24.0 12.0

1,000 人-5,000人未満 74 53 19 2

 100.0 71.6 25.7 2.7

5,000 人-10,000 人未満 36 19 16 1

 100.0 52.8 44.4 2.8

10,000人以上 49 25 23 1

 100.0 51.0 46.9 2.0
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（７）平成 29年度の実利用者数 

日中一時支援事業の障害種別、年齢別、実利用者数（実際に事業を利用し

た実人数）をみると、「障害児」41.9％、「身体障害」10.6％、「知的障害」43.6％、

「精神障害」3.9％、「難病等」0.0％の構成であった。 

 

図表 233 問 26 実利用者数（959 自治体の合計値） 

 

注：本集計値は、日中一時支援を実施している自治体（959 自治体）の実利用者

数の合計値を示している。 

  

7歳未満 2,790 5.9%

7歳以上13歳未満 7,968 16.7%

13歳以上15歳未満 2,979 6.3%

15歳以上 6,227 13.1%

(再掲）障害児小計 19,964 41.9%

40歳未満 3,549 7.4%

40歳以上65歳未満 1,299 2.7%

65歳以上 189 0.4%

(再掲）身体障害小計 5,037 10.6%

40歳未満 15,994 33.6%

40歳以上65歳未満 4,080 8.6%

65歳以上 684 1.4%

(再掲）知的障害小計 20,758 43.6%

40歳未満 788 1.7%

40歳以上65歳未満 959 2.0%

65歳以上 130 0.3%

(再掲）精神障害小計 1,877 3.9%

40歳未満 9 0.0%

40歳以上65歳未満 8 0.0%

65歳以上 1 0.0%

(再掲）難病等小計 18 0.0%

47,654 100.0%

平成29年度
実利用者数合計（人）

難病等

合計

障害児

身体障害

知的障害

精神障害
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（８）医療的ケア児への対応 

①医療的ケア児への対応状況 

日中一時支援事業において、医療的ケア児への対応ができる体制があるか

みると、「利用対象として実績がある」は 23.8％、「利用対象者としているが

実績がない」31.5％、「利用対象としていない」39.4％であった。 

 

図表 234 医療的ケア児への対応状況 

 

 

  

n=959

23.8 31.5 39.4 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用対象としており実績がある 利用対象としているが実績がない

利用対象としていない 無回答

■総人口

 　
調
査
数

1
.

利
用
対
象
と
し
て
お

り
実
績
が
あ
る

2
.

利
用
対
象
と
し
て
い

る
が
実
績
が
な
い

3
.

利
用
対
象
と
し
て
い

な
い

　
無
回
答

  全  体 959 228 302 378 51

 100.0 23.8 31.5 39.4 5.3

10,000人未満 190 10 47 118 15

 100.0 5.3 24.7 62.1 7.9

10,000人-50,000 人未満 418 86 143 174 15

 100.0 20.6 34.2 41.6 3.6

50,000人-100,000人未満 159 55 64 33 7

 100.0 34.6 40.3 20.8 4.4

100,000 人-300,000人未満 132 49 33 40 10

 100.0 37.1 25.0 30.3 7.6

300,000 人-500,000人未満 34 16 9 7 2

 100.0 47.1 26.5 20.6 5.9

500,000 人以上 26 12 6 6 2

 100.0 46.2 23.1 23.1 7.7

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 10 39 103 14

 100.0 6.0 23.5 62.0 8.4

1,000 人-5,000人未満 458 94 155 192 17

 100.0 20.5 33.8 41.9 3.7

5,000 人-10,000 人未満 168 55 63 42 8

 100.0 32.7 37.5 25.0 4.8

10,000人以上 163 68 44 39 12

 100.0 41.7 27.0 23.9 7.4
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②医療的ケア児を利用対象としている場合の医療的ケアの内容 

 

「利用対象としており実績がある」もしくは「利用対象者としているが実

績がない」と回答した自治体を対象に、利用対象としている医療的ケアの内

容をみると、「痰の吸引」44.3％、「経管栄養」34.7％、「服薬管理」28.9％、

｢気管切開の処置｣25.7％の順に多くなっていた。 

 

図表 235 利用対象としている医療的ケアの内容 （複数回答） 

 

 

 

n=530

痰の吸引 気管切開の処置

経管栄養 モニター測定

点滴の管理 カテーテルの管理

中心静脈栄養 服薬管理

ストーマの処置 その他

酸素療法 無回答

レスピレーター

44.3

34.7

18.3

16.4

20.8

24.2

20.2

0% 20% 40% 60%

25.7

20.6

21.7

28.9

41.9

14.7

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

痰
の
吸
引

経
管
栄
養

点
滴
の
管
理

中
心
静
脈
栄
養

ス
ト
ー

マ
の
処
置

酸
素
療
法

レ
ス
ピ
レ
ー

タ
ー

気
管
切
開
の
処
置

モ
ニ
タ
ー

測
定

カ
テ
ー

テ
ル
の
管
理

服
薬
管
理

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 530 235 184 97 87 110 128 107 136 109 115 153 222 78

 100.0 44.3 34.7 18.3 16.4 20.8 24.2 20.2 25.7 20.6 21.7 28.9 41.9 14.7

10,000人未満 57 21 14 9 9 9 12 9 11 10 10 13 25 12

 100.0 36.8 24.6 15.8 15.8 15.8 21.1 15.8 19.3 17.5 17.5 22.8 43.9 21.1

10,000人-50,000 人未満 229 99 72 41 37 48 48 44 51 43 46 64 93 29

 100.0 43.2 31.4 17.9 16.2 21.0 21.0 19.2 22.3 18.8 20.1 27.9 40.6 12.7

50,000人-100,000人未満 119 53 46 28 23 27 34 26 38 28 27 36 57 16

 100.0 44.5 38.7 23.5 19.3 22.7 28.6 21.8 31.9 23.5 22.7 30.3 47.9 13.4

100,000 人-300,000人未満 82 42 33 10 8 15 21 17 24 16 19 27 29 13

 100.0 51.2 40.2 12.2 9.8 18.3 25.6 20.7 29.3 19.5 23.2 32.9 35.4 15.9

300,000 人-500,000人未満 25 13 12 6 6 6 8 7 7 7 8 8 9 5

 100.0 52.0 48.0 24.0 24.0 24.0 32.0 28.0 28.0 28.0 32.0 32.0 36.0 20

500,000 人以上 18 7 7 3 4 5 5 4 5 5 5 5 9 3

 100.0 38.9 38.9 16.7 22.2 27.8 27.8 22.2 27.8 27.8 27.8 27.8 50.0 16.7

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 49 20 12 7 7 8 10 8 9 9 7 12 19 11

 100.0 40.8 24.5 14.3 14.3 16.3 20.4 16.3 18.4 18.4 14.3 24.5 38.8 22.4

1,000 人-5,000人未満 249 97 72 45 39 49 53 46 56 45 49 63 112 34

 100.0 39.0 28.9 18.1 15.7 19.7 21.3 18.5 22.5 18.1 19.7 25.3 45.0 13.7

5,000 人-10,000 人未満 118 60 49 24 20 25 29 22 34 24 25 37 49 15

 100.0 50.8 41.5 20.3 16.9 21.2 24.6 18.6 28.8 20.3 21.2 31.4 41.5 12.7

10,000人以上 112 57 50 20 20 27 35 30 36 30 33 40 41 18

 100.0 50.9 44.6 17.9 17.9 24.1 31.3 26.8 32.1 26.8 29.5 35.7 36.6 16.1
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③医療的ケア児を利用対象としていない場合の理由 

医療的ケア児を「利用対象としてない」とした自治体を対象にその理由を

みると、「委託先において看護師が確保できない」38.6％、「委託先において

児童に対応する体制がとれないため」33.6％、「委託先において認定特定行為

業務従事者が確保できない」30.7％が多くなっていた。 

 

図表 236 利用対象としていない場合の理由 （複数回答） 

 

n=378

移動支援事業と連携できる医療機関がな
いため

コストがかかるため

その他

無回答

市区町村において看護師が確保できない

委託先において看護師が確保できない

市区町村において認定特定行為業務従
事者が確保できない

委託先において認定特定行為業務従事
者が確保できない

市区町村において児童に対応できる体制
がとれないため

委託先において児童に対応できる体制が
とれないため

12.2

38.6

10.6

30.7

12.4

33.6

9.3

7.9

14.8

20.9

0% 20% 40% 60%
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■総人口

 　
調
査
数

市
区
町
村
に
お
い
て
看
護

師
が
確
保
で
き
な
い

委
託
先
に
お
い
て
看
護
師

が
確
保
で
き
な
い

市
区
町
村
に
お
い
て
認
定

特
定
行
為
業
務
従
事
者
が

確
保
で
き
な
い

委
託
先
に
お
い
て
認
定
特

定
行
為
業
務
従
事
者
が
確

保
で
き
な
い

市
区
町
村
に
お
い
て
児
童

に
対
応
で
き
る
体
制
が
と

れ
な
い
た
め

委
託
先
に
お
い
て
児
童
に

対
応
で
き
る
体
制
が
と
れ

な
い
た
め

移
動
支
援
事
業
と
連
携
で

き
る
医
療
機
関
が
な
い
た

め コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 378 46 146 40 116 47 127 35 30 56 79

 100.0 12.2 38.6 10.6 30.7 12.4 33.6 9.3 7.9 14.8 20.9

10,000人未満 118 22 44 21 41 25 39 13 7 12 26

 100.0 18.6 37.3 17.8 34.7 21.2 33.1 11.0 5.9 10.2 22.0

10,000人-50,000 人未満 174 19 74 12 54 15 67 13 13 22 34

 100.0 10.9 42.5 6.9 31.0 8.6 38.5 7.5 7.5 12.6 19.5

50,000人-100,000人未満 33 3 9 4 7 3 10 6 3 9 9

 100.0 9.1 27.3 12.1 21.2 9.1 30.3 18.2 9.1 27.3 27.3

100,000 人-300,000人未満 40 2 16 3 10 3 9 3 5 7 10

 100.0 5.0 40.0 7.5 25.0 7.5 22.5 7.5 12.5 17.5 25

300,000 人-500,000人未満 7          - 2          - 3          - 1          -          - 5          -

 100.0          - 28.6          - 42.9          - 14.3          -          - 71.4          -

500,000 人以上 6          - 1          - 1 1 1          - 2 1          -

 100.0          - 16.7          - 16.7 16.7 16.7          - 33.3 16.7          -

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 103 17 39 15 34 18 36 9 6 10 24

 100.0 16.5 37.9 14.6 33.0 17.5 35.0 8.7 5.8 9.7 23.3

1,000 人-5,000人未満 192 25 79 20 61 21 71 20 15 24 39

 100.0 13.0 41.1 10.4 31.8 10.9 37.0 10.4 7.8 12.5 20.3

5,000 人-10,000 人未満 42 1 13 2 9 4 11 3 3 9 9

 100.0 2.4 31.0 4.8 21.4 9.5 26.2 7.1 7.1 21.4 21.4

10,000人以上 39 2 14 2 11 3 8 2 5 12 7

 100.0 5.1 35.9 5.1 28.2 7.7 20.5 5.1 12.8 30.8 17.9



236 

（９）必要性を評価する仕組 

日中一時支援事業の利用申請があった場合、その必要性を評価する仕組につい

てみると、「必要性を評価する仕組はない」46.8％、「必要性を評価する仕組があ

る」49.6％であった。 

また、「必要性を評価する仕組がある」と回答した自治体を対象に、評価を担当

している機関等をみると、「自治体職員」が 89.7％であった。 

 

図表 237 必要性を評価する仕組の有無 

 

 

  

n=959

46.8 49.6 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要性を評価する仕組はない 必要性を評価する仕組がある 無回答

■総人口

 　
調
査
数

必
要
性
を
評
価
す
る
仕
組

は
な
い

必
要
性
を
評
価
す
る
仕
組

が
あ
る

　
無
回
答

  全  体 959 449 476 34

 100.0 46.8 49.6 3.5

10,000人未満 190 107 71 12

 100.0 56.3 37.4 6.3

10,000人-50,000 人未満 418 204 203 11

 100.0 48.8 48.6 2.6

50,000人-100,000人未満 159 67 88 4

 100.0 42.1 55.3 2.5

100,000 人-300,000人未満 132 46 82 4

 100.0 34.8 62.1 3

300,000 人-500,000人未満 34 15 18 1

 100.0 44.1 52.9 2.9

500,000 人以上 26 10 14 2

 100.0 38.5 53.8 7.7

■ 障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 94 60 12

 100.0 56.6 36.1 7.2

1,000 人-5,000人未満 458 223 223 12

 100.0 48.7 48.7 2.6

5,000 人-10,000 人未満 168 75 89 4

 100.0 44.6 53.0 2.4

10,000人以上 163 55 102 6

 100.0 33.7 62.6 3.7
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図表 238 必要性を評価している機関等 

 

 

  

n=476

2.5 89.7

2.1

3.6

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

貴自治体が設置する審査委員会 貴自治体職員

事業実施機関 その他

無回答

■総人口

 　
調
査
数

貴
自
治
体
が
設
置
す
る
審

査
委
員
会

貴
自
治
体
職
員

事
業
実
施
機
関

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 476 12 427 10 17 10

 100.0 2.5 89.7 2.1 3.6 2.1

10,000人未満 71 1 63 5 1 1

 100.0 1.4 88.7 7.0 1.4 1.4

10,000人-50,000 人未満 203 4 182 2 12 3

 100.0 2.0 89.7 1.0 5.9 1.5

50,000人-100,000人未満 88 1 85          - 1 1

 100.0 1.1 96.6          - 1.1 1.1

100,000 人-300,000人未満 82 5 71 2 2 2

 100.0 6.1 86.6 2.4 2.4 2.4

300,000 人-500,000人未満 18 1 16          -          - 1

 100.0 5.6 88.9          -          - 5.6

500,000 人以上 14          - 10 1 1 2

 100.0          - 71.4 7.1 7.1 14.3

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 60 2 50 5 2 1

 100.0 3.3 83.3 8.3 3.3 1.7

1,000 人-5,000人未満 223 3 205 2 10 3

 100.0 1.3 91.9 0.9 4.5 1.3

5,000 人-10,000 人未満 89 3 83          - 2 1

 100.0 3.4 93.3          - 2.2 1.1

10,000人以上 102 4 87 3 3 5

 100.0 3.9 85.3 2.9 2.9 4.9
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（１０）定期的に状況把握を行っている内容 

日中一時支援事業の受給者証発行後、定期的に状況把握を行っているかみると、

「障害支援区分」41.4％が最も多くなっていた。 

 

図表 239 定期的に状況把握を行っている内容 （複数回答） 

 

 

n=959

障害支援区分

障害部位

主たる介護者の就労の状況

その他

無回答

41.4

18.0

14.6

24.8

31.0

0% 20% 40% 60%

■総人口

 　
調
査
数

障
害
支
援
区
分

障
害
部
位

主
た
る
介
護
者
の
就
労
の

状
況

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 959 397 173 140 238 297

 100.0 41.4 18.0 14.6 24.8 31.0

10,000人未満 190 78 35 28 30 67

 100.0 41.1 18.4 14.7 15.8 35.3

10,000人-50,000 人未満 418 179 72 54 101 130

 100.0 42.8 17.2 12.9 24.2 31.1

50,000人-100,000人未満 159 66 26 19 54 40

 100.0 41.5 16.4 11.9 34.0 25.2

100,000 人-300,000人未満 132 48 23 21 38 43

 100.0 36.4 17.4 15.9 28.8 32.6

300,000 人-500,000人未満 34 14 9 11 9 9

 100.0 41.2 26.5 32.4 26.5 26.5

500,000 人以上 26 12 8 7 6 8

 100.0 46.2 30.8 26.9 23.1 30.8

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 68 31 25 22 63

 100.0 41.0 18.7 15.1 13.3 38.0

1,000 人-5,000人未満 458 197 83 60 116 137

 100.0 43.0 18.1 13.1 25.3 29.9

5,000 人-10,000 人未満 168 67 24 24 55 44

 100.0 39.9 14.3 14.3 32.7 26.2

10,000人以上 163 64 35 31 45 50

 100.0 39.3 21.5 19.0 27.6 30.7
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（１１）利用者ごとの支援計画作成 

①支援計画作成 

日中一時支援事業の利用者ごとの支援計画の作成状況をみると、「支援計画の

作成の義務付け・推奨を行っていない」が 73.2％で最も多く、「支援計画の作成

を推奨している」16.7％、「支援計画の作成を義務付けている」6.4％の順であっ

た。 

 

図表 240 利用者ごとの支援計画作成の義務付けまたは推奨の実施状況 

 

 

n=959

6.4 16.7 73.2 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

支援計画の作成を義務付けている

支援計画の作成を推奨している

支援計画作成の義務付け・推奨を行っていない

無回答

■総人口

 　
調
査
数

支
援
計
画
の
作
成
を
義
務

付
け
て
い
る

支
援
計
画
の
作
成
を
推
奨

し
て
い
る

支
援
計
画
作
成
の
義
務
付

け
・
推
奨
を
行

っ
て
い
な

い 　
無
回
答

  全  体 959 61 160 702 36

 100.0 6.4 16.7 73.2 3.8

10,000人未満 190 13 24 141 12

 100.0 6.8 12.6 74.2 6.3

10,000人-50,000 人未満 418 18 68 322 10

 100.0 4.3 16.3 77.0 2.4

50,000人-100,000人未満 159 15 30 110 4

 100.0 9.4 18.9 69.2 2.5

100,000 人-300,000人未満 132 11 29 86 6

 100.0 8.3 22.0 65.2 4.5

300,000 人-500,000人未満 34 1 7 23 3

 100.0 2.9 20.6 67.6 8.8

500,000 人以上 26 3 2 20 1

 100.0 11.5 7.7 76.9 3.8

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 166 15 25 114 12

 100.0 9.0 15.1 68.7 7.2

1,000 人-5,000人未満 458 19 66 362 11

 100.0 4.1 14.4 79.0 2.4

5,000 人-10,000 人未満 168 15 41 108 4

 100.0 8.9 24.4 64.3 2.4

10,000人以上 163 12 27 115 9

 100.0 7.4 16.6 70.6 5.5
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②具体的な形式 

具体的な形式についてみると、「自立支援給付におけるサービス利用計画と

一体的に作成されている」が 90.0％であった。 

 

図表 241 支援計画作成の義務付けまたは推奨している場合の形式 （複数回答） 

 

 

n=221

無回答

自立支援給付におけるサービス利用計画と一体的

に作成されている

他施策におけるサービスを含めて作成されている

他の地域生活支援事業とあわせて作成されている

日中一時支援事業に関して独立で作成されている

その他

90.0

15.8

13.6

10.0

3.2

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口
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計
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体
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さ
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策
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け
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を
含
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て
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さ
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て

い
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他
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地
域
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活
支
援
事
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わ
せ
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作
成
さ
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い
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日
中
一
時
支
援
事
業
に
関

し
て
独
立
で
作
成
さ
れ
て

い
る

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 221 199 35 30 22 7 4

 100.0 90.0 15.8 13.6 10.0 3.2 1.8

10,000人未満 37 35 2 4 2          -          -

 100.0 94.6 5.4 10.8 5.4          -          -

10,000人-50,000 人未満 86 80 13 10 5 4 2

 100.0 93.0 15.1 11.6 5.8 4.7 2.3

50,000人-100,000人未満 45 39 9 9 4 1 1

 100.0 86.7 20.0 20.0 8.9 2.2 2.2

100,000 人-300,000人未満 40 35 9 7 6 2 1

 100.0 87.5 22.5 17.5 15.0 5.0 2.5

300,000 人-500,000人未満 8 7          -          - 1          -          -

 100.0 87.5          -          - 12.5          -          -

500,000 人以上 5 3 2          - 4          -          -

 100.0 60.0 40.0          - 80.0          -          -

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 40 37 2 4 2          - 1

 100.0 92.5 5.0 10.0 5.0          - 2.5

1,000 人-5,000人未満 85 78 14 12 6 4 1

 100.0 91.8 16.5 14.1 7.1 4.7 1.2

5,000 人-10,000 人未満 56 50 11 8 5 2 1

 100.0 89.3 19.6 14.3 8.9 3.6 1.8

10,000人以上 39 33 8 6 9 1 1

 100.0 84.6 20.5 15.4 23.1 2.6 2.6
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③支援計画に対する自治体の関与 

支援計画作成の義務付けまたは推奨している場合の関わり方は、「事業者が

作成した支援計画の提出を求めている」が 84.6％であった。 

 

図表 242 支援計画作成への関わり方 （複数回答） 

 

 

  

n=221

自治体の担当者が支援計画を作成して

いる

事業者が作成した支援計画の提出を求

めている

支援計画の作成例を公開している

その他

無回答

4.5

84.6

1.4

13.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■総人口

 　
調
査
数

自
治
体
の
担
当
者
が
支
援

計
画
を
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成
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て
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る

事
業
者
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作
成
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た
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援

計
画
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提
出
を
求
め
て
い

る 支
援
計
画
の
作
成
例
を
公

開
し
て
い
る

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 221 10 187 3 29 6

 100.0 4.5 84.6 1.4 13.1 2.7

10,000人未満 37 2 37          -          -          -

 100.0 5.4 100.0          -          -          -

10,000人-50,000 人未満 86 3 78          - 7 2

 100.0 3.5 90.7          - 8.1 2.3

50,000人-100,000人未満 45 3 33 1 7 2

 100.0 6.7 73.3 2.2 15.6 4.4

100,000 人-300,000人未満 40 1 31 1 10 1

 100.0 2.5 77.5 2.5 25.0 2.5

300,000 人-500,000人未満 8 1 7 1 2          -

 100.0 12.5 87.5 12.5 25.0          -

500,000 人以上 5          - 1          - 3 1

 100.0          - 20.0          - 60.0 20

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 40 2 39          -          - 1

 100.0 5.0 97.5          -          - 2.5

1,000 人-5,000人未満 85 3 77          - 7 1

 100.0 3.5 90.6          - 8.2 1.2

5,000 人-10,000 人未満 56 3 42 2 10 2

 100.0 5.4 75.0 3.6 17.9 3.6

10,000人以上 39 2 28 1 12 2

 100.0 5.1 71.8 2.6 30.8 5.1
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（１２）日中一時支援事業に関する追加調査（職員配置等状況） 

追加調査の回答が得られた 1,101 自治体のうち、日中一時支援事業を実施

している 1,016 自治体を対象に、職員配置等の状況についてみると以下のと

おりであった。 

 

①日中一時支援事業実施あたっての職員配置基準の設定状況 

日中一時支援事業を実施（委託も含む）している自治体のうち、職員配置

基準の設定状況については、「定めている」が 19.0％、「定めていない」が

80.7％であった。 

図表 243 職員配置基準の設定状況 

 

 

②職員配置基準を定めている場合の職員 1人あたりの利用者数 

日中一時支援事業におけるサービス内容別にみた、職員 1 人あたりの利用

者数は、以下のとおりであった。 

図表 244 職員 1 人あたりの利用者人数（単位：人） 

 

 

  

n=1016

19.0 80.7 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定めている 定めていない 無回答

【見守り】
集計対象自治体数（単位：自治体） 150
平均 5.4
最小 0.2
最大 36.0
標準偏差 3.0

【社会適応訓練】
集計対象自治体数（単位：自治体） 126
平均 5.3
最小 0.2
最大 10.0
標準偏差 1.7

【その他】
集計対象自治体数（単位：自治体） 129
平均 5.2
最小 0.2
最大 10.0
標準偏差 1.7
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③配置職員の資格要件として定めている職種 

日中一時支援事業の配置職員の資格要件として定めている職種については、「資格

要件を定めていない」の回答数が過半を占めた。 

図表 245 配置職員の資格要件として定めている職種 （複数選択） 

 

  

n=193

介護福祉士 精神保健福祉士

社会福祉士

看護師

養護教諭

幼稚園教諭

保育士 その他１

保健師 その他2

理学療法士 その他3

作業療法士 資格要件は定めていない

臨床心理士 無回答

認定心理士

障害福祉サービス事業所等で

の一定の勤務経験のある者

障害福祉サービス以外の福祉

サービス事業所等での一定の

勤務経験のある者

居宅介護従事者養成研修課

程修了者

介護職員基礎研修課程または

介護職員初任者研修課程修

了者

9.3

8.3

8.8

1.6

1.0

4.7

3.1

1.6

1.6

1.6

1.6

8.8

6.2

8.3

3.6

3.1

13.0

3.1

3.1

3.1

2.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

施設長・管理者 施設長・管理者以外の生活支援員・介護職員

2.6

8.3

4.1

2.1

2.1

15.0

4.7

2.1

65.3

11.9

3.1

11.4

5.2

5.2

5.7

29.0

14.5

5.7

55.4

5.2

0% 20% 40% 60% 80%
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８．地域生活支援事業の効果的な運用に向けて 

（１）第５期障害福祉計画（計画期間：平成 30年から平成 32年）を策定す

る際の定量的な計画値（実利用見込者数）の設定方法 

第５期障害福祉計画（計画期間：平成 30 年から平成 32 年）を策定する際

の定量的な計画値（実利用見込者数）の設定方法具体的な形式についてみる

と、「前年度実績値（金額や利用者の伸び率等）」が 88.4％、「計画策定のため

に実施した調査結果（利用者・住民向けアンケート調査結果等）」34.8％であ

った。 

 

図表 246 第５期障害福祉計画策定の際の定量的な計画値（実利用見込者数）の設定方法 

（複数回答） 

 

n=1031

前年度実績値（金額や利用者の伸び率
等）

計画策定のために実施した調査結果（利
用者・住民向けアンケート結果等）

その他

無回答

88.4

34.8

2.2

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■総人口

 　
調
査
数

前
年
度
実
績
値

（
金
額
や

利
用
者
の
伸
び
率
等

）

計
画
策
定
の
た
め
に
実
施

し
た
調
査
結
果

（
利
用

者
・
住
民
向
け
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
等

）

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 1031 911 359 23 95

 100.0 88.4 34.8 2.2 9.2

10,000人未満 249 211 64 2 34

 100.0 84.7 25.7 0.8 13.7

10,000人-50,000 人未満 424 388 142 7 24

 100.0 91.5 33.5 1.7 5.7

50,000人-100,000人未満 160 145 69 4 11

 100.0 90.6 43.1 2.5 6.9

100,000 人-300,000人未満 135 116 58 3 18

 100.0 85.9 43.0 2.2 13.3

300,000 人-500,000人未満 36 29 16 4 3

 100.0 80.6 44.4 11.1 8.3

500,000 人以上 27 22 10 3 5

 100.0 81.5 37.0 11.1 18.5

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 221 184 56 1 33

 100.0 83.3 25.3 0.5 14.9

1,000 人-5,000人未満 469 431 167 9 25

 100.0 91.9 35.6 1.9 5.3

5,000 人-10,000 人未満 170 151 66 4 16

 100.0 88.8 38.8 2.4 9.4

10,000人以上 167 142 69 9 20

 100.0 85.0 41.3 5.4 12.0



246 

（２）地域生活支援事業に関する情報提供・支援の実施状況 

【日常生活用具給付等事業】 

日常生活用具給付等事業について、障害者本人および家族等に対する、地

域生活支援事業に関する情報提供・支援の実施状況をみると、「利用者・家族

等の要望に応じて随時実施している」89.4％で最も多く、「地域生活支援事業

の相談支援事業の一環として希望者に対して情報提供を行っている」72.5％、

「自治体ホームページ、広報誌を通じて情報提供をしている」70.4％、「自立

支援給付と一体的に情報提供し、可能な限り多くの人にサービス利用支援を

実施している」68.8％の順であった。 

 

図表 247 日常生活用具給付等事業 情報提供・支援の方法 

 

n=1031

自立支援給付と一体的に情報提供し、可
能な限り多くの人にサービス利用支援を
実施している

地域支援事業の相談支援事業の一環と
して希望者に対して情報提供を行ってい

る

利用者・家族等の要望に応じて随時実施
している

自治体のホームページ、広報誌を通じて
情報提供をしている

68.8

72.5

89.4

70.4

20.6

15.9

2.1

18.9

1.5

2.3

0.1

1.5

9.2

9.3

8.3

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していない 事業を行っていない 無回答
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■総人口

 　
調
査
数

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

事
業
を
行

っ
て
い
な
い

　
無
回
答

  全  体 1031 709 212 15 95

 100.0 68.8 20.6 1.5 9.2

10,000人未満 249 141 71 8 29

 100.0 56.6 28.5 3.2 11.6

10,000人-50,000 人未満 424 312 78 2 32

 100.0 73.6 18.4 0.5 7.5

50,000人-100,000人未満 160 117 30 2 11

 100.0 73.1 18.8 1.3 6.9

100,000 人-300,000人未満 135 96 19 2 18

 100.0 71.1 14.1 1.5 13.3

300,000 人-500,000人未満 36 26 8 1 1

 100.0 72.2 22.2 2.8 2.8

500,000 人以上 27 17 6          - 4

 100.0 63.0 22.2          - 14.8

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 221 127 57 8 29

 100.0 57.5 25.8 3.6 13.1

1,000 人-5,000人未満 469 334 101 3 31

 100.0 71.2 21.5 0.6 6.6

5,000 人-10,000 人未満 170 126 24 2 18

 100.0 74.1 14.1 1.2 10.6

10,000人以上 167 119 29 2 17

 100.0 71.3 17.4 1.2 10.2
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【移動支援事業】 

移動支援事業について、障害者本人および家族等に対する、地域生活支援

事業に関する情報提供・支援の実施状況をみると、「利用者・家族等の要望に

応じて随時実施している」89.2％で最も多く、「地域生活支援事業の相談支援

事業の一環として希望者に対して情報提供を行っている」75.6％、「自立支援

給付と一体的に情報提供し、可能な限り多くの人にサービス利用支援を実施

している」70.9％、「自治体ホームページ、広報誌を通じて情報提供をしてい

る」65.6％の順であった。 

 

図表 248 移動支援事業 情報提供・支援の方法 

 

n=1031

自立支援給付と一体的に情報提供し、可
能な限り多くの人にサービス利用支援を
実施している

地域支援事業の相談支援事業の一環と
して希望者に対して情報提供を行ってい

る

利用者・家族等の要望に応じて随時実施
している

自治体のホームページ、広報誌を通じて
情報提供をしている

70.9

75.6

89.2

65.6

19.0

13.5

2.6

24.2

2.8

3.7

1.8

3.0

7.3

7.3

6.3

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していない 事業を行っていない 無回答
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■総人口

 　
調
査
数

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

事
業
を
行

っ
て
い
な
い

　
無
回
答

  全  体 1031 731 196 29 75

 100.0 70.9 19.0 2.8 7.3

10,000人未満 249 125 76 20 28

 100.0 50.2 30.5 8.0 11.2

10,000人-50,000 人未満 424 319 77 5 23

 100.0 75.2 18.2 1.2 5.4

50,000人-100,000人未満 160 124 26 1 9

 100.0 77.5 16.3 0.6 5.6

100,000 人-300,000人未満 135 109 14 2 10

 100.0 80.7 10.4 1.5 7.4

300,000 人-500,000人未満 36 33 1 1 1

 100.0 91.7 2.8 2.8 2.8

500,000 人以上 27 21 2          - 4

 100.0 77.8 7.4          - 14.8

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 221 107 65 20 29

 100.0 48.4 29.4 9.0 13.1

1,000 人-5,000人未満 469 350 92 5 22

 100.0 74.6 19.6 1.1 4.7

5,000 人-10,000 人未満 170 130 24 2 14

 100.0 76.5 14.1 1.2 8.2

10,000人以上 167 140 15 2 10

 100.0 83.8 9.0 1.2 6.0
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【日中一時支援事業】 

日中一時支援事業について、障害者本人および家族等に対する、地域生活

支援事業に関する情報提供・支援の実施状況をみると、「利用者・家族等の要

望に応じて随時実施している」87.8％で最も多く、「地域生活支援事業の相談

支援事業の一環として希望者に対して情報提供を行っている」74.2％、「自立

支援給付と一体的に情報提供し、可能な限り多くの人にサービス利用支援を

実施している」70.0％、「自治体ホームページ、広報誌を通じて情報提供をし

ている」64.7％の順であった。 

 

図表 249 日中一時支援事業 情報提供・支援の方法 

 

n=1031

自立支援給付と一体的に情報提供し、可
能な限り多くの人にサービス利用支援を
実施している

地域支援事業の相談支援事業の一環と
して希望者に対して情報提供を行ってい

る

利用者・家族等の要望に応じて随時実施
している

自治体のホームページ、広報誌を通じて
情報提供をしている

70.0

74.2

87.8

64.7

18.1

13.2

2.3

23.2

4.2

4.9

3.2

4.6

7.7

7.7

6.7

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 実施していない 事業を行っていない 無回答
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調
査
数

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

事
業
を
行

っ
て
い
な
い

　
無
回
答

  全  体 1031 722 187 43 79

 100.0 70.0 18.1 4.2 7.7

10,000人未満 249 120 68 31 30

 100.0 48.2 27.3 12.4 12.0

10,000人-50,000 人未満 424 321 73 6 24

 100.0 75.7 17.2 1.4 5.7

50,000人-100,000人未満 160 124 26 1 9

 100.0 77.5 16.3 0.6 5.6

100,000 人-300,000人未満 135 105 16 4 10

 100.0 77.8 11.9 3.0 7.4

300,000 人-500,000人未満 36 32 1 1 2

 100.0 88.9 2.8 2.8 5.6

500,000 人以上 27 20 3          - 4

 100.0 74.1 11.1          - 14.8

■障害者手帳等実所持者数合計    

1,000 人未満 221 104 57 29 31

 100.0 47.1 25.8 13.1 14.0

1,000 人-5,000人未満 469 350 88 8 23

 100.0 74.6 18.8 1.7 4.9

5,000 人-10,000 人未満 170 129 24 3 14

 100.0 75.9 14.1 1.8 8.2

10,000人以上 167 135 18 3 11

 100.0 80.8 10.8 1.8 6.6
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（３）地域のニーズの把握方法 

【ニーズの把握方法】 

地域生活支援事業に関わる地域のニーズの把握方法についてみると、「自治体

窓口を訪れた際に意見を聴取している」が 37.9％で最も多く、「協議体で意見を

聴取している」28.7％、「ニーズ把握のためにアンケート調査を行っている」26.4％

の順であった。なお、「ニーズ把握は行っていない」は 22.5％であった。 

 

 図表 250 ニーズ把握のための方法 （複数回答） 

 

  

n=1031

その他の取組を行っている

ニーズ把握は行っていない

無回答

ニーズ把握のためにアンケート調査を
行っている

協議体で意見を聴取している

自治体の窓口を訪れた際に意見を聴取し
ている

インタビュー調査を行っている

調査は行わず障害者手帳等の所持者数
を用いて推計を行っている

調査は行わず障害福祉サービス利用者
数を用いて推計を行っている

26.4

28.7

37.9

1.9

11.2

19.1

6.7

22.5

5.8

0% 20% 40%
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【ニーズ把握の対象】 

地域生活支援事業に関わる地域のニーズの把握方法として、「ニーズ把握のた

めにアンケート調査を行っている」と回答した自治体について、その対象をみる

と、「本人」89.3％、「家族等」69.5％の順に多くなっていた。 

「協議体で意見を聴取している」では、「事業者」81.4％、「障害者団体」73.3％

の順に多くなっていた。 

「自治体の窓口を訪れた際に意見を聴取している」では、「本人」86.4％、「家

族等」88.2％の順に多くなっていた。 

「インタビュー調査を行っている」では、「障害者団体」、「事業者」がそれぞれ

50.0％で多くなっていた。 

図表 251 ニーズ把握の対象 （複数回答） 

 

  

本人

家族等

障害者団体

事業者

福祉の専門家

その他

無回答

インタビュー調査を行っている
自治体の窓口を訪れた際に意

見を聴取している
協議体で意見を聴取している

ニーズ把握のためにアンケー
ト調査を行っている

n=20n=391n=296n=272

89.3

69.5

24.3

23.9

3.3

4.4

6.3

0% 50% 100%

31.8

43.9

73.3

81.4

58.4

20.6

5.7

0% 50% 100%

86.4

88.2

55.8

53.5

12.8

29.9

2.6

0% 50% 100%

20.0

20.0

50.0

50.0

5.0

5.0

15.0

0% 50% 100%
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【把握したニーズの反映方法】 

地域生活支援事業に関わる地域のニーズを何等か把握している自治体を対象

に、把握したニーズの反映方法をみると、「障害福祉計画の計画値に反映してい

る」72.1％、「事業内容の見直しを行っている」42.6％の順に多くなっていた。 

 

図表 252 把握したニーズの反映方法 （複数回答） 

 

  

n=748

その他の取組を行っている()

上記のいずれも行っていない

無回答

障害福祉計画の計画値に反映している

事業内容の見直しを行っている

利用対象者についての規定の見直しを
行っている

利用者負担の見直しを行っている

利用上限の見直しを行っている

事業者に対するアドバイスや指導を行っ
ている

72.1

42.6

18.7

5.2

5.7

15.4

3.6

2.4

2.3

0% 20% 40% 60% 80%
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（４）障害福祉サービスに関わる取組状況 

障害福祉サービスに関わる以下の取組について実施状況をみると、実施してい

る割合が高い取組では、「自治体として、相談支援機能を担う組織間との定期的

な連絡協議や情報共有の場を設定しているか」82.2％、「相談支援専門員等の相談

支援を担う担当者から情報提供のあった「支援困難ケース」について、地域内で

会議やカンファレンスを行っているか」81.6％、「自治体としてサービス等利用計

画のチェックや評価を行っているか」73.4％、「自治体として、障害福祉サービス

の内容や自治体独自の障害福祉サービスを紹介する「しおり」や「ガイドブック」、

「事業者リスト」を作成し、相談支援専門員や市民等に配布しているか」72.3％、

「福祉、保健、医療の関係機関による連携のための会議を開催しているか」70.7％、

「障害者のニーズに応じた自治体独自の施策（一般財源事業）やサービスがある

か」70.3％の順に多くなっていた。 

一方、「実施していない」と回答した割合が高い取組は、「自治体として、地域

生活支援事業を実地している事業者への指導・監査を行っているか」68.1％、「自

治体として、相談支援機能を担う組織の評価を行っているか」67.1％、 

「自治体として、障害福祉サービス事業者ごとの連絡協議会組織等を設置して

いるか」60.6%、「中長期的な障害者増に対する自治体としての基盤整備方針を検

討しているか」58.5％、「自治体として相談支援機能を担う組織からの提案・要望

などに基づいて、事業や講座などを新規に実施したことがあるか」58.3％、「自治

体として、障害福祉サービス事業者を対象とした会議や研修会を定期的に主催し

ているか」58.0％、「中長期的な障害者人口の推移を推計しているか」55.2％の順

に多くなっていた。 
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図表 253 障害福祉サービスに関わる取り組み状況 

 

  

n=1031

自治体として、地域生活支援事業を実地している事
業者への指導・監査を行っているか

自治体として、相談支援専門員等の相談支援を担う
担当者を対象とした会議や研修会を定期的に実施

しているか

自治体としてサービス等利用計画のチェックや評価
を行っているか

相談支援専門員等の相談支援を担う担当者から情
報提供のあった「支援困難ケース」について、地域

内で会議やカンファレンスを行っているか

自治体として、障害福祉サービス事業者ごとの連絡
協議会組織等を設置しているか

自治体として、障害福祉サービス事業者を対象とし

た会議や研修会を定期的に主催しているか

自治体として、障害福祉サービスの内容や自治体

独自の障害福祉サービスを紹介する「しおり」や「ガ

イドブック」、「事業者リスト」を作成し、相談支援専

門員や市民等に配布しているか

相談支援専門員等の相談支援を担う担当者の連絡
協議会組織等を設置しているか

障害福祉計画の進捗状況を定期的に点検している
か

障害福祉サービスの給付状況の分析を行っている

か

中長期的な障害者人口の推移を推計しているか

中長期的な障害者増に対する自治体としての基盤

整備方針を検討しているか

障害者のニーズに応じた自治体独自の施策（一般
財源事業）やサービスがあるか

福祉、保健、医療の関係機関による連携のための

会議を開催しているか

自治体として、福祉事業者、地域の医療機関等と連
携する仕組（役割分担や情報共有の仕組）があるか

自治体として、相談支援機能を担う組織間との定期

的な連絡協議や情報共有の場を設定しているか

自治体として相談支援機能を担う組織からの提案・

要望などに基づいて、事業や講座などを新規に実
施したことがあるか

自治体として、相談支援機能を担う組織の評価を

行っているか
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９．利用率、一人当たり年間金額（公費） 

 

日常生活用具給付等事業、移動支援事業および日中一時支援事業を対象に、

利用率、一人当たり年間金額（公費）に関する分布状況、規定している条件等

との関係を分析した。 

各数値は、以下の定義に基づいて集計した。 

 

【集計時の定義】 

以下の数値の集計にあたっては、下記項目の回答が全て得られた自治体のデー

タをもとに、平均値±（標準偏差×2）以上、以下の値を除去した上で集計を行っ

た。 

集計項目 計算方法 

利用率 

・集計対象事業 

日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業 

・利用率の式 

利用率＝平成29年度実利用者数÷障害者手帳等の実所持者数

（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の所持

者数合計）×1,000 

一人あたり 

年間金額（公費） 

・集計対象事業 

日常生活用具給付等事業、日中一時支援事業 

・一人あたり年間金額（公費）の式 

平成 29 年度の年間金額（公費）÷障害者手帳等の実所持者数

（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の所持

者数合計）×1,000 

提供年間総時間数 

・集計対象事業 

移動支援事業 

平成29年度の提供年間総時間数（時間）÷障害者手帳等の実所

持者数（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

の所持者数合計） 
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（１）日常生活用具給付等事業 

①利用率 

日常生活用具給付等事業の利用率をみると、以下のとおりであった。 

図表 254 日常生活用具給付等事業：利用率 

単位：人／障害者等人数 1,000 人 

 

 

図表 255 日常生活用具給付等事業：利用率のヒストグラム 

 

  

725

52.2

45.3

36.0

4.3

303.2最大値

集計対象自治体数（自治体）

平均値

中央値

標準偏差

最小値
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②一人あたり年間金額（公費） 

日常生活用具給付等事業の一人あたり年間金額（公費）をみると、以下の

とおりであった。 

図表 256 日常生活用具給付等事業：一人あたり年間金額(公費) 

単位：円／障害者等 1 人あたり 

 

 

図表 257 日常生活用具給付等事業：一人あたり年間金額（公費）のヒストグラム 

 

  

725

3880.7

3947.8

1194.0

317.5

7474.7

最小値

最大値

集計対象自治体数（自治体）

平均値

中央値

標準偏差
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③一人あたり年間金額と利用率との関係 

日常生活用具給付等事業の一人あたり年間金額（公費）と利用率の関係を

みると、以下のとおりであった。 

 

図表 258 日常生活用具給付等事業：一人あたり年間金額(公費)と利用率の関係 
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（２）移動支援事業 

①利用率 

移動支援事業（個別支援型）の利用率をみると、以下のとおりであった。 

図表 259 移動支援事業（個別支援型）：利用率 

単位：人／障害者等人数 1,000 人 

 

 

図表 260 移動支援事業（個別支援型）：利用率のヒストグラム 
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15.4

10.7

16.8

0.3

134.9

集計対象自治体数（自治体）

平均値

中央値

標準偏差

最小値

最大値
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②提供年間総時間数 

移動支援事業（個別支援型）における提供年間総時間数は、以下のとおり

であった。 

図表 261 移動支援事業（個別支援型）：提供年間総時間数 

単位：提供年間総時間／障害者等人数 1 人 

 

 

図表 262 移動支援事業（個別支援型）：提供年間総時間数のヒストグラム 

 

  

589

0.9

0.5

1.0

0.0

4.8最大値

標準偏差

最小値

平均値

中央値

集計対象自治体数（自治体）
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（３）日中一時支援事業 

①利用率 

日中一時支援事業の利用率をみると、以下のとおりであった。 

図表 263 日中一時支援事業：利用率 

単位：人／障害者等人数 1,000 人 

 

 

図表 264 日中一時支援事業：利用率のヒストグラム 
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14.1

10.7

11.1

0.1

59.9

最小値
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集計対象自治体数（自治体）

平均値

中央値

標準偏差
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②一人あたり年間金額（公費） 

日中一時支援事業の一人あたり年間金額（公費）をみると、以下のとおり

であった。 

図表 265 日中一時支援事業：一人あたり年間金額(公費) 

単位：円／障害者等 1 人あたり 

 

 

 

図表 266 日中一時支援事業：一人あたり年間金額(公費)のヒストグラム 

 

  

678

2,006.7

1,267.5

2,134.9

0.8

10,766.5

集計対象自治体数（自治体）

平均値

中央値
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最小値

最大値
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③一人あたり年間金額と利用率との関係 

日中一時支援事業の一人あたり年間金額（公費）と利用率の関係をみると、

以下のとおりであった。 

 

図表 267 日中一時支援事業：一人あたり年間金額(公費)と利用率の関係 

 

 

 


